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　県の消費生活センターに「非通知や見知らぬ電話番号から電話がかかってきた」との
相談が増えてきています。その多くは、自動音声ガイダンスで「２時間後に電話がつかえ
なくなります」などといった内容です。
　知らない番号からの電話には出ないことが大切です。

見知らぬ電話番号から不審な電話
かかってきませんか！？

２時間後に
電話がつかえなく

なります
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・「瓦がずれている」「雨漏りの危険がある」などと不安を煽る屋根の点検
・「近所を点検して回っている」といって訪れる分電盤の点検

\他にもこんな点検商法があります/

突然、事業者が訪問してきて「太陽光パネルの点検
が法律で義務化されたので、太陽光設備を無料で
点検する。パネルによる火災事故が起こっている」
などと説明された。後日、事業者が改めてやってきて
ドローンを飛ばして点検した。事業者に「パネルを
サーモモニターで確認したところ赤くなっている
ので、今後、太陽光パネルを長期使用するためには
洗浄とコーティングが必要」と言われ、言われるが
まま約40万円の契約をした。ネットで調べた娘から、
だまされているので解約をするように言われた。
事業者の説明が虚偽なら解約したい。

数日前、いきなり業者が訪問し「ガス給湯器の点検
に回っている」と言われたので話を聞いてしまった。
業者は道路から給湯器を見た様子で「すぐに交換
しなければ危ない」と言ってきた。最近交換した
ばかりなので不審に思ったが、もし不具合があり
お風呂にも入れなくなったら大変だと思い、承諾
してしまった。費用は約50万円だという。高額だし
不審なのでこの契約をやめたい。
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マッチングアプリで知り合った女性から「２人の
将来のために」と投資をするように勧誘され、指示
通り投資したら利益が出た。出金しようとしたが
手数料など次々に費用を請求された。結局、出金が
できないまま相手と連絡が取れなくなった。

業者から「今、１００万円分の仮想通貨を買えば
２～３年後には２倍になる」と言われて、その話を
信じてしまい購入することにした。最近、連絡先
として教えられた電話番号にかけてもつながら
なくなってしまった。

● 「簡単な作業をするだけでだれでも毎日数万を稼ぐ
ことができる」などと勧誘され、副業マニュアルの購入と
サポート契約をしたが全然儲からなかった。

●副業を探していたところ「話を聞くだけで１００万円
あげる」というサイトがあり無料会員登録した。「報酬を
受け取るためには有料会員登録が必要」など次々と
金銭を請求され、報酬は支払われなかった。

★投資やもうけ話を聞いたら、
まず疑いましょう！
「必ず」「確実」
「間違いない」は
ウソ
そんなもうけ話
ありません。

「高利回り」は
怪しい

★副業や稼ぎ話の勧誘にも
注意しましょう！
「楽して」
「簡単」はウソ
勧誘している人の方に、
楽して簡単にお金が
行ってしまいます。

「サポート」
「コーチ」は怪しい

本当にもうかる話は、他人には教えません！



4

これは、寒暖差によって、血圧が急激に上昇・下降することによる健康被害、
『ヒートショック』が関わっているものと考えられます。

❶安全確保: まずはご自身の安全を確保し、救助に向かいましょう。
❷救出: 速やかに浴槽から引き上げ、平らな場所に寝かせます。
❸呼吸確認: 呼吸をしているか確認します。呼吸がない場合は、直ちに心臓マッ
サージと人工呼吸を開始します。
❹救急連絡: 救急車を呼び、指示に従ってください。可能な限り、AED（自動体外
式除細動器）を使用しましょう。

○高齢者（65歳以上）の方
○生活習慣病(高血圧・脂質異常症・
糖尿病) の薬を飲まれている方

ヒート
ショック

●ヒートショックが発生すると、意識
喪失や脳梗塞、心筋梗塞などが発
生しやすくなり、死亡に至ることも
あります。
●特に、浴室内での発生は、溺水に
繋がる可能性があるため注意が
必要です。 
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凝固剤をセット内容に含む「携帯トイレ」について、７銘柄を比較しました。

●携帯トイレの表示に関する法令上の規程は無く、業界団体による基準等も無いため、銘柄ごとに
表示内容・表示方法が異なっていました。
●1セットあたりの単価は99～176円で、約1.8倍の価格差がありましたが、 袋の厚み、凝固剤の
内容量、使用評価結果などとの関連性はいずれも見出せませんでした。
●モニターによる使用評価では、凝固剤の個包装の袋が手で破れにくい銘柄などで、「取付け・
取外しのしやすさ」についての評価が低い傾向でした。なお、「臭いの漏れ」については、6銘柄で
「よい（3日後でも臭いがしない）」という評価が過半数を占めていました。

福井県消費生活センター 商品テスト業務のご紹介
県消費生活センターでは、
●苦情品の原因究明のためのテスト
●市販品の価格や表示、品質等を調査し、その結果を消費者に情報提供する「試買テスト」
●テスト機器を活用した“実習”と、消費トラブルについての知識を学ぶ“ミニ講義”を
　組合せた「実習型の消費者講座」
●団体等への簡易テスト機器の貸出し を行っています。

●銘柄ごとに表示内容・表示方法が異なるため、商品選択時に、セット内容（袋や凝固剤の数量） 、
使用方法、注意事項などをよく確認することが重要です。
●いざという時に冷静に対応できるようになるためにも、携帯トイレに限らず、防災用品を購入
したら、実際に使用・体験してみましょう。

※携帯トイレ
「避難所におけるトイレの確保・
管理ガイドライン（平成２８年４月、
内閣府）」では、「災害用トイレ
（災害時に使用することを目的と
するトイレ）」のうち、携帯トイレ
の概要・特徴について「既存の
洋式便器につけて使用する便袋
タイプ。吸水シートや凝固剤で
水分を安定化させる」と記載さ
れています。
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福井県と包括連携協定を結んでいる
(株)セブン‐イレブンジャパンと連携し、
コンビニ店舗での特殊詐欺被害未然
阻止訓練を実施しました。今回の訓練
では、2つの訓練を実施しました。
1つ目は、高額な電子マネーカード
（POSAカード）を購入しようとする客に、
レジで使用目的などについてお聞きして
詐欺被害を防止するという内容でした。
2つ目は、電話で指示されながらＡＴＭで
現金で振り込もうとする客に従業員が
声を掛け、詐欺被害を防止するという
内容でした。
訓練には、セブン‐イレブンの店長・店員
だけでなく、福井市コンビニエンス防犯
協会のご協力のもと、ローソンやファミリー
マートからも参加。とても有意義な訓練
となりました。

9月23日に実施されたシニア応援
文化祭（会場：みくに未来ホール）
にて、消費生活トラブル出張相談会
やパネル展を実施しました。

高齢者が当事者となる消費者トラブルが多数
発生している中、９月に嶺北では「喜ね舎」
「トレタス」、嶺南では「小浜ショッピング
センター」にて、街頭啓発を実施しました。



主催：県 福井弁護士会 福井県司法書士会／開催市

公式インスタグラムをフォローして、アンケートに回答した方の中から抽選で、
30名に福井県産品が選べるカタログギフト(3,000円相当)をプレゼント！

Instagramの
フォローは
こちらから▼

詳細は
こちらから▼

ふくいエシカルやってみようキャンペーンふくいエシカルやってみようキャンペーン
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消費に関する安全安心の
情報を発信しています。
ぜひ、フォローしてくだ
さい。

安全安心ふくい
X(エックス)

発　行

福井県防災安全部県民安全課

福井県消費生活センター
〒910－0858 福井市手寄１丁目４－１（AOSSA７階）

0776－22－8190
0776－22－1102

福井県嶺南消費生活センター
〒917－0069 小浜市小浜白鬚112（白鬚業務棟３階）

0770－52－7831
0770－52－7830

消費者ホットライン

発行日／令和7年11月

※事前に申込みが必要です。申込受付は、県・県嶺南消費生活センターまでご連絡ください。
市町の相談窓口で開催の場合は、その開催市町でも予約できます。

※事前に申込みが必要です。申込受付は、県・県嶺南消費生活センターまでご連絡ください。
市町の相談窓口で開催の場合は、その開催市町でも予約できます。

❶スマートフォンでカメラを起動します。
❷カメラをＱＲコードにかざし、読み取りたいＱＲコードをタップします。
❸表示された通知（ＵＲＬ）をタップすると、アンケートのページへ移動できます。

※ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


